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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

変化のスピードが極めて速いモバイルインターネット業界においては、正確な情報と的確な状況分析に基づく迅速な経営判断が不可欠でありま

す。同時に、経営の透明性確保の観点から経営チェック機能の充実が重要と認識しております。当社では、コーポレート・ガバナンス強化のた

め、第10期連結会計年度よりコンプライアンス委員会を設置し、経営チェック機能の強化に努めておりますが、今後も適切なコーポレート・ガバナ

ンスのありかたを検討していく方針です。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各基本原則を実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

西尾直紀 3,478,400 35.70

根津康洋 728,100 7.47

丸山寛 116,300 1.19

鈴木智博 110,000 1.13

江口郁子 96,500 0.99

松井証券株式会社 93,600 0.96

水谷宏治 83,300 0.85

J.P.Morgan Securities plc 75,200 0.77

盛雄亮 70,000 0.72

上田八木短資株式会社 67,600 0.69

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 グロース



決算期 7 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 5 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

清水知彦 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）



h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

清水知彦 　 ―――

弁護士として法律に関する高い専門知識と豊

富な経験を有しており、当該経験等を活かして

当社への経営全般の監視と幅広い視野からの

有効な助言をいただくことを期待して選任して

おります。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　当社は監査役制度を採用しており、社外監査役を３名選出しております。監査役会は、原則毎月１回開催するとともに、監査役は監査役会で決
議した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。監査
役３名は、取締役会に出席する等により取締役の職務執行の監査を実施しております。

　これらに加え、内部統制の徹底と統制活動の管理・統括を目的として、コンプライアンス委員会を設置し、原則毎月１回開催しております。コンプ
ライアンス委員会は、内部統制の基本方針に基づきリスクの検証を行うとともに定期的に監査を行い、その結果を取締役会に報告しております。　
また、違法な業務執行に関する通報メールを受け取った場合には、必要に応じて独自に調査を行う権限を有しております。

この他、監査役は、常勤監査役を中心に、四半期に１回以上の頻度で会計監査人と会合を開き情報交換を行うとともに、コンプライアンス委員会と
も緊密な連携を保ち、重ねて調査する必要の認められる案件や迅速に対処すべき案件等を見極めて、合理的な監査を実施しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

牧俊夫 他の会社の出身者 △

武田健二 他の会社の出身者

中井美穂 他の会社の出身者



※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

牧俊夫 　
過去（11年前）に、当社の主要な取引先で
あるKDDI株式会社の業務執行者として勤
務していた。

ＫＤＤＩ株式会社の執行役員及びJCOM株式会
社の役員として、両社の発展に尽力してこられ
たことから、こうした経歴を通じて培われた企業
経営に関する豊富な経験を活かし、　当社への
経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助
言を期待できると判断したため。

武田健二 ○ ―――

株式会社日立製作所及び独立行政法人理化

学研究所において要職を歴任するなど、人格、

識見等から適任であること、及び独立性基準

に抵触しないため、独立役員としても適任であ
ると判断したため。

中井美穂 　 ―――

アナウンサーとして広めてこられた見聞と、NP
O法人キャンサーネットジャパン及び一般社団
法人National Clinical Databaseにおける活動を

はじめとする医療・健康分野におけるご経験と
高い識見をお持ちであり、これらを当社の監査
体制の強化に生かしていただけると判断したた
め。

【独立役員関係】

独立役員の人数 1 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

当社は、当社及び当社子会社の役員、従業員及び業務委託契約社員の業績向上に対する意欲や士気をより一層高め、業績の拡大に資すること
を目的として、ストックオプション制度を導入しておりましたが、平成28年7月期において発行した業績達成条件付きの新株予約権は条件不達成が
確定したことにより令和３年７月期に失効いたしました。



ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役の年間報酬総額は47,395千円であります。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。

1．基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際し
ては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬により構成する。

2．基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)当社の取締
役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に
勘案して決定するものとする。

3．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締
役の基本報酬の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、代表取締役を監督するものとし、上記の委任を
受けた代表取締役は、当該監督に従って決定しなければならないこととする。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　当社は監査役制度を採用しており、取締役については、社外取締役を１名、監査役については、社外監査役を３名選出しております。取締役会
及び監査役会は、原則毎月１回開催しており、社外監査役は監査役会で決議した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常
勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席する等の方法により取締
役の職務執行の監査を実施しております。

　これらに加え、内部統制の徹底と統制活動の管理・統括を目的として、コンプライアンス委員会を設置し、原則毎月１回開催しております。コンプ
ライアンス委員会は、内部統制の基本方針に基づきリスクの検証を行うとともに定期的に監査を行い、その結果を取締役会に報告しております。
また、違法な業務執行に関する通報メールを受け取った場合には、必要に応じて独自に調査を行う権限を有しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

　当社は、社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議(必要に応じて子会社の取締役やその他関係者
を参加させる場合があります。また、女性が1名含まれております。)を原則として週１回のペースで開催し、取締役会で決定した経営の基本方針に
基づき、業務執行に関する重要事項を審議・決定し、あわせて、業務全般にわたる監理を行っております。

　また、当社は、中間決算及び期末決算において会計監査人たる監査法人による金融商品取引法に基づく会計監査を受けており、第１四半期お
よび第３四半期についても監査法人によるレビューを受けていますので、コーポレート・ガバナンスに大きな役割を果たしております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由



　当社では、社外取締役１名及び監査役会を構成する社外監査役３名が、定時及び臨時の取締役会に出席し、技術的・経営的・会計的見地より、
常勤取締役の意思決定及び職務執行を監視しております。取締役の人数は５名となっておりますが、経営からは独立した立場で意思決定に参画
する役割を期待して、うち１名を社外取締役としています。また、社外監査役３名で構成される監査役会はコンプライアンス委員会及び会計監査人
と連携することで、経営への監視機能を担い、経営の客観性、公正性、透明性の確保を図っています。これらの体制により、当社のコーポレート・
ガバナンスは適正に維持されるのみならず、その質的向上にも期待できると判断しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
当社は決算期を毎年7月末日としており、定時株主総会は例年10月下旬に開催しており
ます

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
以下のURLにおいて決算情報、適時開示資料などのIR資料を掲載しておりま

す。

https://www.mediaseek.co.jp/ir/

IRに関する部署（担当者）の設置
取締役業務管理部長の監督の下に業務管理部所属の部員が担当しておりま
す。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

その他 取締役会は、男性４名・女性１名の構成となっております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

ａ．内部統制システムの状況

　当社は、内部統制の徹底と統制活動の管理・統括を目的として、コンプライアンス委員会を設置し、原則毎月１回開催しております。コンプライア
ンス委員会は、内部統制の基本方針に基づきリスクの検証を行うとともに定期的に監査を行い、その結果を取締役会に報告しております。また、
違法な業務執行に関する通報メールを受け取った場合には、必要に応じて独自に調査を行う権限を有しております。

　弁護士には、経営上・法律上の判断が必要な際に随時確認を行い、経営判断に反映させております。必要に応じて複数の弁護士と連携し、法令
遵守の観点からチェックを行っております。

　これらは、企業経営の客観性、中立性及び透明性を確保するために十分な役割を果たすと考えられるため、当社は、このような企業統治の体制
を採用しております。

ｂ．リスク管理体制の整備の状況

　当社のリスク管理体制につきましては、コンプライアンス委員会により、内部統制と一体化した全社的なリスク管理体制を構築、整備しておりま
す。

　コンプライアンス委員会は、全社統制、財務統制及びIT統制等に基づきリスクの検証を行うとともに定期的に監査を行っております。また、違法
な業務執行に関する通報メールを受け取った場合には、必要に応じて独自に調査を行う権限を有しております。

　弁護士には、専門的な判断が必要な際に随時アドバイスを受け、必要に応じて複数の弁護士と連携し、法令遵守の観点からチェックを行ってお
ります。

ｃ．当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

　当社グループの業務適正確保の観点から、当社の関係会社管理規程及び関連する子会社の規程等に基づく報告のもとその業務遂行状況を把
握し、当社のリスク管理体制、コンプライアンス体制を子全体に適用するものとし、必要な子会社への指導、支援を実施しております。

また、子会社を担当する役員又は担当部署を明確にし、必要に応じて適正な指導、管理を行うものとしております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的勢力に対しては関係機関との連携を含め組織全体で毅然として対応し、一切の関係を遮断することとしております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社では、コーポレート・ガバナンス強化のため、第10期連結会計年度よりコンプライアンス委員会を設置し、経営チェック機能の強化に努めてお

りますが、今後も適切なコーポレート・ガバナンスのありかたを検討していく方針です。

　また、当社では、社長を含む全社内取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議を原則として週一回のペースで開

催し、さらにグループウェアを活用した情報共有など適時開示すべき会社情報の共有化のための体制を整備しております。社長を含む全社内取

締役は、経営会議を通じて適時開示すべき会社情報の共有化とコンプライアンスの徹底を図っております。



株主総会 

代表取締役社長 

選任 

選任 

選任・監督 

取締役会 

経営会議 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
委
員
会 

監督 

監
査 

各部門 

報
告 

指示・監督 

監
査 

リ
ス
ク
検
証 

監
査 

監査役会 

会計監査人 

連
携 

任
命 

連
携 

選任 

連
携 


